
経済建設常任委員会先進地行政調査報告書

１ 調査年月日

平成２９年１０月１０日（火）～１２日（木）

２ 調査地及び調査項目

＜茨城県牛久市＞

（１）地産地消の推進について

①うしくグリーンファーム株式会社における食の地産地消の取り組みについて

②学校給食との連携による地産地消の取り組みについて

③うしくスローフードコンテスト、その他事業による地産地消・６次産業化の取り

組みについて

＜茨城県筑西市＞

（１）筑西市観光推進のためのアクションプランについて

①プランの概要及び策定経過について

②プランに基づく取り組みの進捗状況について

③今後における観光推進の課題等について

＜群馬県前橋市＞

（１）空き家対策について

①前橋市空家等対策計画の概要について

②前橋市空き家対策補助制度の概要及び実施状況について

③特定空き家等に対する代執行による解体・撤去について

④前橋市空き家利活用ネットワークの概要及び実施状況について

３ 派遣委員

委 員 長 石 田 武 史

副委員長 高 橋 典 子

委 員 赤 坂 伸 一

委 員 内 山 祥 弘（復命記録：筑西市）

委 員 尾 田 善 靖

委 員 野 村 尚 志（復命記録：牛久市）

委 員 宮 川 正 子（復命記録：前橋市）

委 員 山 本 由美子

４ 随行職員

議会事務局議事係主任 丹 羽 芳 徳

議会事務局議事係書記 海 谷 祐二朗

５ 調査報告書 別紙のとおり



- 1 -

（別紙 調査報告書）

《茨城県牛久市》

１ 牛久市の沿革

茨城県牛久市は茨城県の南部、首都中央部から北東約５０キロメートルに位置し、

県庁所在地である水戸市へは北へ約５５キロメートル、牛久市の周辺に位置する土浦

市・つくば市の中心部へは約１５キロメートルに位置する。東京中心部へは、ＪＲ常

磐線、首都圏中央連絡自動車道、常磐自動車道で結ばれ、国道６号、国道４０８号、

県道等により広域的な交通網が形成されている。

面積は５８．９２平方キロメートル、東西１４．５キロメートル、南北１０．７キ

ロメートルで、標高は４．４メートルから３０．１メートルである。平成２９年９月

末の人口は８万５，１０８人、総農家戸数は７９２戸で、そのうち販売農家は５２２

戸である。土地の内訳は、田１１％、畑２２％、宅地１９％、山林２２％、原野・雑

種地・他２５％である。

２ 地産地消の推進について

牛久市は、豊かな大地と水、温暖な気候に恵まれ、古くから農業が盛んであり、現

在もさまざまな農作物を生産しているが、近年、高齢化や後継者不足で農業就業者が

減り、耕作放棄地がふえていることから、農業を守り、人々の食を守る取り組みの一

つとして、地産地消が推進されている。

（１）うしくグリーンファーム株式会社における食の地産地消の取り組みについて

平成２３年２月、牛久市の１００％出資（１，０００万円）により、耕作放棄地・

後継者不足解消、地産地消推進、地域貢献を目的として、うしくグリーンファーム株

式会社が設立された。

同社は、市の農業振興の核となる先進的な農業経営体のモデルとして、機械化・大

規模化による生産コストの削減や、高付加価値化・産地競争力の強化を推進しており、

現在、４１ヘクタールの農地で、大根・馬鈴薯・小麦・菜種などを生産している。

また、栽培した菜の花からつくった菜種油を学校給食に提供して、その廃食用油等

からバイオディーゼル燃料を製造するほか、木質ペレットを製造するなど、エネルギ

ーの地産地消にも取り組まれている。

なお、経営状況は平成２７年度から黒字転換している。

現在も、市内の農業就業者数は減少していることから、新規農業就業者の育成や、

耕作放棄地の解消を進めていき、牛久市の地産地消の拠点として、さまざまな事業を

展開していきたいとのことである。

（２）学校給食との連携による地産地消の取り組みについて

平成１８年度より、市内小・中学校にて、地場産品の積極的な活用を目的に、牛乳

と調味料以外の全ての食材を牛久産に限定した学校給食、牛久の日献立が実施される
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ようになり、現在は年３回行われている。

各校の栄養士、教育委員会、農業政策課、市営青果市場が、毎月献立会議を実施し

ており、牛久産小麦を使用した牛久の大地パン、牛久産さつまいもを使用したいもま

ん！のほか、うしく河童米、うしく河童大根、うしく河童西瓜などの牛久市のブラン

ド食材も提供されている。

生産者が見える安全安心な地場産の食材を使った給食は、子供たちや他市町村から

転勤してきた教師にも好評で、残食率も改善されているとのことである。

（３）うしくスローフードコンテスト、その他事業による地産地消・６次産業化の取り

組みについて

・うしく河童米のオーナー制（生産者６名）

平成１６年に、牛久産コシヒカリ１００％の味を地元消費者に味わっていただくこ

とを目的に創設された。平成１７年度から、うしく河童米と命名し、全員がエコフ

ァーマー認証を取得し、県特別栽培農産物の認証を受けた。

・梨のオーナー制

平成１９年に開始されたこの取り組みは、生産者の高齢化・後継者不足により廃園

を検討されていた梨農家へ提案し、収穫作業をオーナーに体験していただくことに

より、農家の労力削減につなげた。

・直売所等

公共施設の直売コーナーと、民間の直売所が設けられている。

・コンペ・メタモルフォーゼ２００７

平成１９年度に、もともと牛久市の名産であったサツマイモ・落花生をテーマに市

内調理学校にてコンテストを開催した。最優秀賞は、同調理学校併設のベーカリー

にて販売し、好評を得ている。学校給食にも提供されている、いもまん！は、この

コンテストの出品作品であった。

・スローフードコンテスト

平成２５年度に、牛久市で生産された小麦をテーマに、コンテストを開催した。

応募作品の中から、学校給食や保育園給食・おやつになったものが１０品ほどある。

・牛久市には、河童伝説があり、そこから牛久市観光協会のマスコットキャラクター、

かっぱのキューちゃんが命名され、うしくブランドの農産品のラベル等にも活用さ

れている。

《茨城県筑西市》

１ 筑西市の沿革

筑西市は、平成１７年３月に下館市・関城町・明野町・協和町の１市３町の合併に

より、新たに誕生した。

筑西市は、茨城県の西部に位置し、東京から北へ約７０キロメートルの距離にある。

南は下妻市及びつくば市に隣接し、東は桜川市、西は結城市、八千代町及び栃木県小
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山市に、北は栃木県真岡市に隣接している。地形はおおむね平坦であり、鬼怒川・小

貝川などが南北に流れ、肥沃な田園地帯を形成している。

市のほぼ中心を東西方向に国道５０号、南北方向に国道２９４号が走り、この交差

した部分が市の中心部となる。鉄道は、東西にＪＲ水戸線が走り、下館駅を起点とし

て、南へは関東鉄道常総線、北へは真岡鐵道真岡線が運行されている。

人と自然、安心して暮らせる共生文化都市を将来像に置き、県域を越えた北関東連

携軸の新たな拠点として、産業や観光・レクリエーション、文化をリードする魅力あ

る都市圏の形成を目指している。

２ 筑西市観光推進のためのアクションプランについて

（１）プランの概要及び策定経過について

筑西市では、既存の観光資源を生かし切れていない、かつ、潜在する観光資源を発

掘できていない状況があり、通年で観光客の誘致が見込める観光資源の調査及び発掘

が喫緊の課題となっている。

その背景として、人口減少が進む中、定住人口が１人減ると、その地域の年間の経

済消費額が１２１万円減ると言われており、それを補うためには、外国人旅行者７人、

または国内宿泊旅行者２２人、もしくは国内日帰り旅行者７７人を地域に呼び込まな

いと、その定住人口１人分の経済消費額を補完できないとされていることがある。

また、平成１７年に、旧４市町の合併により新設された筑西市では、自身が住んで

いる以外の地域の観光資源を知らないことが多く、お互いの資源や魅力を再発見、再

確認する必要もあった。

そのようなことから、平成２８年５月に、筑西市、筑西市観光協会、株式会社筑波

銀行、株式会社ＪＴＢ関東の４者により、筑西市の地域振興に関する協定の締結がな

された。

この協定は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を進める中で、それぞれが保有する

資源・情報を有効に活用し、筑西市の交流人口の増大、観光振興、地元産品の消費拡

大等の地域活性化に資する取り組みを実施し、地域の発展及び振興を図ることを目的

としている。

この協定に基づき、筑西市観光資源調査・発掘協議会が設立され、平成２８年９月

から合計７回の協議会が開催された。この協議会の委員としては、会長を筑波銀行の

役員が務めるほか、筑西市内で実際に地域活動の実績のある、みずから動ける委員を

中心に構成された。また、この協議会を進めるに当たっては、事前に議論の仕方など

について、十分な打ち合わせもなされた。

協議会の中では、既存の観光資源の洗い出しや新たな観光資源の発掘に向けた調査

・検討を行い、観光客誘致の新たな取り組みに向けた議論やワークショップを行った

ほか、るるぶ特別編集筑西市の制作（平成２９年３月発行）に対する助言も行われた。

そして、これらの新たな取り組みのための提案、展開、実施、行動の議論を、筑西市

観光推進のためのアクションプランの作成（平成２９年３月）へとつなげた。このア

クションプランの作成では、金融機関や旅行会社などの民間企業のノウハウが、具体
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的な実効、実現に向けたプランにするために、大きな役割を果たした。

（２）プランに基づく取り組みの進捗状況について

アクションプランの中では、可及的速やかに取り組むべき短期的アクションプラン、

短期から中長期的な構えで議論と研究を重ねるべき短期～中長期的アクションプラン、

及び中長期的な取り組みを通じて動向などを注視しながら進めるべき中長期的アクシ

ョンプランの三つのアクションプランに分類がなされている。そして、それらの優先

順位を整理しながら、年度ごとにスケジュールを立てて実施されている。

アクションプランによる今年度の取り組みとしては、県内外でのプロモーションの

強化として、ちくせい観光大使によるＳＮＳを用いた情報発信のほか、筑西市の絶景

ポイントである、母小島遊水池からのダイヤモンド筑波を見に来られた方に対しての

けんちん汁やコーヒーの提供などが挙げられる。また、北海道豊頃町との互産互生の

取り組みとして、豊頃町の物産直売会で、筑西市産のこだまスイカが販売された。

（３）今後における観光推進の課題等について

今後における課題は、筑西市が観光地だという市民の意識が皆無に等しいこともあ

り、観光やおもてなしに係る市民一人一人の機運・意識の醸成を図ることである。

それに向けて、市民アンケートを行ったほか、今年度は市民向けのおもてなしセミ

ナーの開催を予定している。

そのほかの課題としては、アクションプランを実施し、継続的に観光振興を推進す

るに当たって、中心となって、汗をかいて活動していく団体をどのようにして見出し

ていくのか、また、それらの団体が見つかったとして、行政がどのように側面的なバ

ックアップを行っていくのかが課題である。

その解決に向けては、実際にアクションプランを実施する中で、市民参加を積極的

に図り、市民をプレーヤーとして巻き込んでいき、団体等の育成に努めていきたいと

している。また、将来的には日本版ＤＭＯのような組織形成の可能性も考えられてい

るとのことである。

《群馬県前橋市》

１ 前橋市の沿革

前橋市は、群馬県のやや南側で、東京から約１００キロメートルの地点に位置し、

市を両分する利根川を挟んで両側に市街地が発展している。

かつては製糸業で盛え、明治２５年に県内初、関東で４番目に市制を執行し、平成

１６年１２月５日には、大胡町・宮城村・粕川村と合併した。平成２１年４月には、

県内初の中核市へ移行するとともに、５月には、富士見村と合併した。平成２９年に

は、市制施行１２５周年を迎え、さらなる飛躍を続けている。

平成２７年国勢調査による産業就業別人口において、第３次産業就業者が１１万２，

１１３人と大きな割合を占め、群馬県の政治・経済・文化の中心都市として多くの行
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政機関や金融保険業など、サービス産業が集積している。

２ 空き家対策について

人口減少や超高齢化の時代に突入し、空き家の発生が大きな社会問題となっている。

平成２５年の全国の空き家率１３．５％に比べ、前橋市は１５．９％で、高い割合と

なったほか、平成２０年から平成２５年の空き家率の推移を見ると、全国の０．４ポ

イント増に比べ、前橋市は２．６ポイント増と数字の上からも深刻な状況であった。

また、市内において、複数の倒壊の危険がある空き家があり、問題視されていた。

そこで、国に先んじて平成２５年７月に、前橋市空き家等の適正管理に関する条例

を制定し、先進的に空き家問題に取り組まれた。

平成２６年１１月２７日に、空家等対策の推進に関する特別措置法が公布され、平

成２７年５月に全面施行されたことから、特別措置法に規定する事項と市条例に規定

する事項の整合を図るとともに、空き家等の適正管理のほか、市の空き家等対策の推

進及び空き家等の活用の促進を目的として、条例の全部改正を行い、平成２７年６月

に前橋市空家等対策の推進及び空家等の活用の促進に関する条例を公布・施行した。

この条例の特色として、以下の点が挙げられる。

①特定空き家等だけではなく、特定空き家等となるおそれのある空き家等の所有者な

どに対しても、助言または指導することができるよう規定されている。

②空き家等が危険な状態となることが切迫し、かつ所有者等が判明しないときは、危

険な状態となることを防止するために必要な最低限の措置、緊急応急措置を講ずる

ことができるよう規定されている。

（１）前橋市空家等対策計画の概要について

前橋市空家等対策計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法を踏まえ、市民の

生命、身体及び財産を保護することにより、安全にかつ、安心して暮らすことのでき

る生活環境を確保するとともに、空き家等の活用を促進することにより、まちづくり

活動の活性化を図ることを目的として策定された。

策定に当たり、最初に取り組まれたのは、特定空き家等に対する措置として、空き

家情報の把握から始まり、代執行に至るまでのフローについて示した、特定空き家等

に対する前橋市の事務の流れの作成であった。

計画の策定が短期間でできた要因としては、調査等により、市内の実態を把握して

から計画を策定するのではなく、実態把握調査の実施方法を計画の中に盛り込み、ま

ずは法律や国のガイドラインに基づいた規定と、基本的な方針や施策を示した計画に

したこととされている。

今後、計画に基づき、市内の実態把握を進め、空き家に関するさまざまな施策がさ

らに展開できるよう随時計画の見直しを検討していくとのことである。

（２）前橋市空き家対策補助制度の概要及び実施状況について

平成２７年７月に、空き家対策補助制度を導入した。

空き家等を活用した二世代近居・同居住宅支援事業は、空き家の減少を目的として
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実施し、定住の促進、子育て支援、高齢者福祉の増進、市内建築業者等の受注機会の

拡大・地域経済振興などが図られている。

また、老朽空き家等対策事業は、跡地利用の促進等を目的としており、解体費に対

する基本補助額を抑える一方で、住宅等建設の加算額を大きくして、積極的な活用が

なされるよう制度化されている。

そのほか、空き家の活用支援事業では、リフォーム補助を実施しており、居住支援

だけでなく、地域のコミュニティースペースなど、まちづくりの活動拠点として活用

するために行う改修工事に対しても補助が受けられる。

（３）特定空き家等に対する代執行による解体・撤去について

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、倒壊のおそれがあり、固定資産税

情報を利用した所有者調査の結果、相続人の死亡または相続放棄により、所有者等が

不明と判断された特定空き家に対して、特定空き家等に対する前橋市の事務の流れに

沿って、特定空き家等判定委員会で方針を決定し、空き家等対策協議会から意見を聴

取した後、平成２８年７月１４日に略式代執行による撤去を実施した。

（４）前橋空き家利活用ネットワークの概要及び実施状況について

平成２７年４月、建築住宅課に前橋市空家利活用センターを設置し、住民等の相談

窓口として位置づけ、担当者を配置した。これにより、これまで分かれていた空き家

に関する市の窓口が一元化され、相談者の利便性が高められた。

さらに、平成２７年５月に、前橋市と不動産関係団体とで、前橋市における空き家

の利活用の促進に関する協定を締結し、同年７月には、前橋市空き家利活用ネットワ

ーク事業が開始された。

平成２９年６月末で、協力業者として、８５社が登録されている。

事業の開始により、空き家の所有者は、売買だけではなく、幅広い活用方法につい

て相談することができるほか、公・民が連携することで、行政は市場の情報を利用で

き、事業者は市民や市の動向を知ることができるとのことである。


